
・組合員以外の方が地方公共団体・国・その他（会社等）から扶養手当又は、これに相当
する手当を受けている場合で、その手当の対象となる方

・年額130万円以上の恒常的な収入のある方。ただし、その方の収入の全部又は
一部が公的な年金給付のうち障害を支給事由とする年金の場合又は60歳以上の
方であって、その方の収入の全部又は一部が公的年金等に係る収入である場合
は、年額180万円以上の恒常的な収入がある方

・日本国内に住所を有しない方（日本国内に生活の基礎があると認められない方）

（注）政府の「年収の壁・支援強化パッケージ」により、被扶養者の要件を満たす方が繁忙期などで
一時的に収入が増加し、年額130万円（60歳以上及び障害年金を受給している方は180万円）
以上の収入が見込まれる場合においても、事業主の証明を提出することにより、共済組合が認
めた場合は、当面の間、引き続き被扶養者として認定を受けることができるようになります。

市町村・一部事務組合・広域連合の職員（短時間勤務職員については勤務が2
カ月超える者）は、その職員となった日から、共済組合の組合員になり資格情報
通知書が交付されます。（マイナ保険証をお持ちでない場合は資格確認書も交付）
　一方、組合員が退職又は死亡したときは、その翌日から組合員の資格を失いま
すが、退職した後も、引き続き組合員として、その資格を一定期間継続できる場
合があります。

被扶養者として認められない方（主な例）

　主として組合員の収入によって生計を維持している①～③の方は、組合員の被扶
養者として認められ、資格情報通知書が交付されます。（マイナ保険証をお持ちで
ない場合は資格確認書も交付）なお、後期高齢者医療制度の被保険者（75歳以上
の方又は65歳以上75歳未満で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた方）であ
る方又は後期高齢者医療制度の被保険者である組合員の被扶養者は除きます。
① 組合員の配偶者（内縁関係を含む）・子・父母・孫・祖父母・兄弟・姉妹
② ①以外で組合員と同一世帯に属する3親等内の親族
③ 組合員と同一世帯に属する内縁関係にある配偶者の父母及び子
（配偶者の死亡後も同じ）

被扶養者として認められる方

※70歳以上75歳未満の組合員及び被扶養者（後期高齢者医療制度の被保険者
を除く。以下「高齢受給者」という）には、高齢受給者証が交付されます。

・組合員以外の方が地方公共団体・国・その他（会社等）から扶養手当又は、これに
相当する手当を受けている場合で、その手当の対象となる方

・年額130万円以上の恒常的な収入のある方。ただし、その方の収入の全部
又は一部が公的な年金給付のうち障害を支給事由とする年金の場合又は60
歳以上の方であって、その方の収入の全部又は一部が公的年金等に係る収
入である場合は、年額180万円以上の恒常的な収入がある方

・日本国内に住所を有しない方（日本国内に生活の基礎があると認められない方）

市町村・一部事務組合・広域連合の職員（短時間勤務職員については勤務
が2カ月超える者）は、その職員となった日から、共済組合の組合員になり
組合員証が交付されます。
　一方、組合員が退職又は死亡したときは、その翌日から組合員の資格を失
いますが、退職した後も、引き続き組合員として、その資格を一定期間継続
できる場合があります。

被扶養者として認められない方（主な例）

　主として組合員の収入によって生計を維持している①～③の方は、組合員の
被扶養者として認められ、組合員被扶養者証が交付されます。なお、後期高齢者
医療制度の被保険者（75歳以上の方又は65歳以上75歳未満で後期高齢者医療
広域連合の障害認定を受けた方）である方又は後期高齢者医療制度の被保険者
である組合員の被扶養者は除きます。
① 組合員の配偶者（内縁関係を含む）・子・父母・孫・祖父母・兄弟・姉妹
② ①以外で組合員と同一世帯に属する3親等内の親族
③ 組合員と同一世帯に属する内縁関係にある配偶者の父母及び子
（配偶者の死亡後も同じ）

被扶養者として認められる方

※70歳以上75歳未満の組合員及び被扶養者（後期高齢者医療制度の被保険者
を除く。以下「高齢受給者」という）には、高齢受給者証が交付されます。
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組合員証が交付されます。
資格情報

通知書が交付されます。（マイナ保険証をお持ちでない場合は資格確認書も交付）

ない場合は資格確認書も交付）

（注）政府の「年収の壁・支援強化パッケージ」により、被扶養者の要件を満たす方が繁忙期などで
一時的に収入が増加し、年額130万円（60歳以上及び障害年金を受給している方は180万円）
以上の収入が見込まれる場合においても、事業主の証明を提出することにより、共済組合が認
めた場合は、当面の間、引き続き被扶養者として認定を受けることができるようになります。

資格情報通知書が交付されます。（マイナ保険証をお持ちで
組合員被扶養者証が交付されます。

4 ページ　　加入する方（組合員・被扶養者）の記載内容の変更および注釈の追加

　　　部分が変更カ所となります
2025 年度　共済組合・互助会ミニガイド　新旧対照表 高 知 県 市 町 村 職 員 共 済 組 合

一般財団法人高知県市町村職員互助会



短期・保健〔令和7年度〕
区分

組合員種別
短　　期 保　健

掛金 負担金 介護掛金 介護負担金 掛金 負担金

一般組合員
一般職

51.57 54.06 8.0 8.0 2.1 2.1
特別職

市町村長組合員
特定消防組合員
船員一般組合員 51.57 55.82 8.0 8.0 2.1 2.1

任意継続組合員 105.63 － 16.0 － － －

※厚生年金保険については、70歳未満の組合員

厚生年金保険・退職等年金・経過的長期
区分

組合員種別

厚生年金保険 退職等年金 経過的
長　期

組合員
保険料 負担金 掛金 負担金 負担金

一般組合員
一般職

91.5 91.5 7.5 7.5 0.0939
特別職

市町村長組合員
特定消防組合員
船員一般組合員

（単位：千分率）

（単位：千分率）

51.57 54.06 8.0 8.0

51.57 55.82 8.0 8.0

105.63

0.0939

16.0

7 ページ　　掛金・負担金率等（令和 7年度）に更新

旧 新



一部負担金等の払戻し附加給付

医
師
に
か
か
る
と
き

組合員

被扶養者

組合員が公務によらない病気やケガをしたときは、保険医療機関にマイ
ナ保険証等※1を提示すると、かかった医療費の3割、高齢受給者（70歳以
上75歳未満の方）は、２割又は3割の自己負担金を支払えば受診できます。
この自己負担金が1件25,000円※2を超えるときは、その超える額（その

額が1,000円未満の場合は不支給。100円未満の端数は切り捨て）が「一
部負担金払戻金」（船員組合員は「一部負担金返還金」）として、共済組
合から支給されます。入院時に食事の提供を受ける場合は、1食につき460
円を支払うと、それを超える額は共済組合が負担します。

被扶養者が病気やケガをしたときは、保険医療機関にマイナ保険証等※1を
提示すると、かかった医療費の3割（小学校入学前は2割、高齢受給者（70歳
以上75歳未満の方）は、２割又は3割）の自己負担金を支払えば受診できます。
この自己負担金が1件25,000円※2を超えるときは、その超える額（その額

が1,000円未満の場合は不支給。100円未満の端数は切り捨て）が「家族療
養費附加金」として、共済組合から支給されます。入院時に食事の提供を受
ける場合は、1食につき510円を支払うと、それを超える額は共済組合が負
担します。

交通事故など第三者行為によるケガをした場合

こ
ん
な
と
き
に
は
ご
注
意
く
だ
さ
い

組合員及び被扶養者が、交通事故など第三者の行為でケガなどを
したときには、加害者がその損害を負担することになります。しか
し、このような場合でも、そのケガが公務外であるときは、マイナ
保険証等※1を使って治療することもできますが、その場合は必ず共
済組合に連絡し、損害賠償申告書等の必要書類を提出してください。
特に、組合員証等で治療を受けたときの示談は、あらかじめ共済

組合とよく相談のうえで進めるようにしましょう。

※１　マイナ保険証等とは、マイナ保険証、資格確認書、組合員証等のことをいいます。
　　　マイナ保険証をお持ちでない場合は、資格確認書又は組合員証等で受診します。
※２　上位所得者（標準報酬月額53万円以上）の方は50,000円。

※上位所得者については、控除額が異なります。 ※上位所得者については、控除額が異なります。

附加給付は、各共済組合がそれ
ぞれの定款で定めるところによって
行う給付ですから、共済組合ごとに
その種類や内容が異なっています
が、私たちの共済組合では、次のよ
うな附加給付を行っています。

支給額＝自己負担額－25,000円
（1,000円未満は不支給）

支給額＝自己負担額－25,000円
（1,000円未満は不支給）

一部負担金払戻金
一部負担金返還金

マイナ保険証等※1で受けられない診療
マイナ保険証等※1で大方の病気やケガの治療は受けられますが、

次の場合は支給の対象とはなりません。
　①マッサージなどの単なる予防措置及び疲労回復措置
　②美容・整形のための処置・手術
　③正常な出産　④医師が治療上必要と認めない治療用装具等
　⑤公務による病気やケガ

家族療養費附加金　　　　　
家族訪問看護療養費附加金

～マイナ保険証等※1は大切に扱いましょう～
マイナ保険証等※1は、医療機関で受診すると

きなどに、組合員又はその被扶養者の資格を証
明するものですから、大切に扱いましょう。
なお、被扶養者実態調査により検認を行いま

す。検認により資格が認められない場合は、当
該被扶養者の取消しに係る被扶養者申告書と併
せて資格確認書（高齢受給者証、限度額適用認
定証を含む）が交付されている場合はその証を
返納してください。

マイ

マイナ
保険証等※1

マイナ保険証等※1

マイナ保険証等※1は、医療機関で受診すると
きなどに、組合員又はその被扶養者の資格を証
明するものですから、大切に扱いましょう。
なお、被扶養者実態調査により検認を行いま

す。検認により資格が認められない場合は、当
該被扶養者の取消しに係る被扶養者申告書と併
せて資格確認書（高齢受給者証、限度額適用認
定証を含む）が交付されている場合はその証を
返納してください。

ナ保険証等※1

※2

※2を

２　

510円

※１　マイナ保険証等とは、マイナ保険証、資格確認書、組合員証等のことをいいます。
　　マイナ保険証をお持ちでない場合は、資格確認書又は組合員証等で受診します。

マイナ保険証等※1

マイナ保険証等※1

マイナ保険証等※1

8 ページ　　医師にかかるとき（組合員証→「マイナ保険証等」に用語の変更）
ページ差し替え



医療費が高額になった場合、
一定の金額を超える部分につ
いては、共済組合から「高額
療養費」が支給されます。高
額な医療費が、組合員の家計
に過度な負担とならないよう、
自己負担額を軽減するための
制度です。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手
続きなく、高額療養費における限度額を
超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要と

なりますので、マイナ保険証をぜひご利用
ください。

次の場合には高額療養費が支給されます。
また、マイナ保険証を提示するか又は、あらかじめ共済組合から自己負担限度額に係る認定証の交付を受け、資格確認書と併

せて医療機関等に提出することで、窓口負担が自己負担限度額までとなります。
また、マイナ保険証を提示するか又は、あらかじめ共済組合から自己負担限度額に係る認定証の交付を受け、資格確認書と併

せて医療機関等に提出することで、窓口負担が自己負担限度額までとなります。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手
続きなく、高額療養費における限度額を
超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要と

なりますので、マイナ保険証をぜひご利用
ください。

9 ページ　　医療費が高額になったとき（「マイナ保険証」利用促進の記事の追加）
ページ差し替え



(1)緊急やむを得ない等の理由でマイナ保険証等※1が使用できなかったとき
①療養費・家族療養費請求書　②点数記載のある医療費の領収書
(2)前の保険証を誤って使用したとき
　①療養費・家族療養費請求書　②診療報酬明細書
　③従前の保険者に医療費を返還した際の領収書
(3)はり・きゅう・マッサージ師などの施術を受けたとき
　①療養費・家族療養費請求書　②主治医の同意書　③施術証明書
　④領収書
(4)治療用装具を購入したとき
　①療養費・家族療養費請求書　②装具装着証明書及び作成指示書
　③領収書
(5)海外で診療を受けたとき
　①療養費・家族療養費請求書　②診療内容明細書　③領収明細書
　④渡航歴の分かるパスポートの写し　⑤同意書
※②と③は日本語の翻訳文を添付のこと
(6)移送されたとき
　①移送費・家族移送費請求書　②移送に係る医師の意見書　③領収書

病気又はケガで受診するとき、原則としてマイナ保険証等※1を
医療機関に提示しなければなりませんが、①やむを得ない事情で
マイナ保険証等※1が使用できなかったとき、②医師の指示により、
はり・灸師などの施術を受けたとき、③医師の指示により、治療用
装具を購入したとき、④輸血の血液代を払ったとき、⑤海外で診療
を受けたとき等は、診療にかかった費用を本人が一時立て替え、そ
の後、共済組合に請求すれば、給付を受けることができます。
医師の指示により、患者の移送が必要となったときは、その移

送費を一時立て替えておき、あとで「移送に係る医師又は歯科医
師の意見書」及び「移送に要した費用の証拠書類」を添付して、
共済組合に請求すればその額が支給されます。

※1マイナ保険証等とは、マイナ保険証、資格確認書、組合員証等のこと
をいいます。マイナ保険証をお持ちでない場合は、資格確認書又は組
合員証等で受診します。

出産費・家族出産費　　　　 一児につき 500,000円
（産科医療補償制度の対象とならない場合は488,000円）
◆出産費・家族出産費を請求するには、次の3つの方法があります。
1. 直接支払制度利用による請求
　組合員との合意に基づき、医療機関等が支払機関を通じて、共済組合に出産
費・家族出産費【上限50万円】の請求を行う制度です。
2. 受取代理制度利用による請求
　組合員からの事前の申請により、共済組合が医療機関等に出産費・家族出産
費【上限50万円】を支払う制度です。
3. 上記１及び2の制度を利用しない場合の請求
　組合員が医療機関等の窓口で分娩費用の全額を支払い、その後共済組合に出
産費・家族出産費の請求を行うことにより、支給されます。

マイナ保険証等※1を

マイナ保険証等※1

マイナ保険証等※1が

500,000円
488,000円

50

50

10 ページ　　立て替え払いをするとき（組合員証→「マイナ保険証等」に用語の変更）

11ページ　　出産のとき（出産育児一時金の金額の変更）

ページ差し替え

旧 新



育児休業
手当金

育児のため
休んだとき

組合員が組合員の3歳に満たない子を養育する
ため育児休業をするときは、その子が１歳※1に達
する日まで育児休業手当金が支給されます。
また、組合員・配偶者ともに育児休業を取得

する場合の育児休業手当金の支給可能な期間は
子が１歳２か月※1に達するまでとなります。なお、
支給期間については１年（母親の場合、産前産
後休業を含みます)が限度となります。

育児のため
時短勤務
したとき

育児のため時短勤務したとき
組合員が２歳に満たない子を養育するため育児

時短勤務をした場合には時短勤務中の支給対象月
につき育児時短勤務手当金が支給されます。

育児休業
支援手当金

育児時短
勤務手当金

◆支給期間
　子が2歳未満の期間に、育児時短勤務をした期間
◆支給額
　支給対象月に支払われた報酬の額×最大10/100

◆支給期間　
　子の出生後一定期間内に、組合員とその配偶者双方が14日以上の育児休
業を取得した期間（最大28日間）

◆支給額　
　1日につき標準報酬の日額（標準報酬の月額の１/22の額）×13/100

※１　下記①、②のいずれかの事情がある場合等は１歳６か月(１歳６か月時点で下記
①、②のいずれかの事情がある場合等は２歳)。
　①保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
②子の養育を行っている配偶者であって、当該子が１歳に達する日以降の期間に
ついても養育する予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により当該子
を養育することが困難になった場合

※２　休業開始後180日間（土・日含む）については、給付割合が67/100になります。

◆支給期間
　育児休業により勤務に服さなかった期間
　（育児休業に係る子が１歳※1に達する日まで）
◆支給額
１日につき　標準報酬日額 × 50

※2
/100

（注）（1）報酬が支払われているときは、育児休業手当金との差額のみ支給されます。
（2）勤務を要しない日（土・日曜日）については、支給されません。
（3）雇用保険法に基づき支給される育児休業給付金に準じて、給付上限相当額が設けられます。
（4）育児休業手当金の支給対象となる子の範囲は、法律上の親子関係がある子
(実子及び養子)、特別養子縁組の監護期間にある子等です。

育児のため
時短勤務
したとき

育児のため時短勤務したとき
組合員が２歳に満たない子を養育するため育児

時短勤務をした場合には時短勤務中の支給対象月
につき育児時短勤務手当金が支給されます。

育児休業
支援手当金

育児時短
勤務手当金

◆支給期間
　子が2歳未満の期間に、育児時短勤務をした期間
◆支給額
　支給対象月に支払われた報酬の額×最大10/100

◆支給期間　
　子の出生後一定期間内に、組合員とその配偶者双方が14日以上の育児休
業を取得した期間（最大28日間）
◆支給額　
　1日につき標準報酬の日額（標準報酬の月額の１/22の額）×13/100

12 ページ　　休業給付（育児休業支援手当金・育児時短勤務手当金の追加）
新規追加



　　　　　　　　過去１年間の   標準報酬月額＋標準賞与額の1/12　＋年金月額＞51万円のとき

※51万円は、令和7年度の額です。

51万

51万 7

17 ページ　　年金受給のポイント（年金額の変更）
65歳からの年金

老齢厚生年金の支給停止

20ページ　　保健事業（内容）（事業名および概要の変更）

24ページ　　物資供給事業（取扱品目の変更）

　老齢基礎年金の年額は、777,800 円（令和 4年 4月現在）です。
　ただし、保険料納付済期間が加入可能期間（40年）に満たない
場合は、期間按分により減額されます。

　老齢基礎年金の年額は、831,700 円（令和 7年 4月現在）です。
　ただし、保険料納付済期間が加入可能期間（40年）に満たない
場合は、期間按分により減額されます。

旧

旧

旧

旧

新

新

新

新



取扱い時期 手続き方法

［締切日］ 毎月15日
（休日の場合はその
前の直近営業日）
で翌月から利用開
始となります

［締切日］ 毎月15日
（休日の場合はその
前の直近営業日）
［解約日］ 最終積立
月の翌月25日
（休日の場合は翌営業日）

［締切日］ 毎月15日
（休日の場合はその
前の直近営業日）で
翌月から変更となり
ます

随時、取扱い可能です
（新規加入の場合
は、締切日の翌月か
ら利用開始となり
ます。）

締切日、払戻日は
「積立貯金一部払
戻予定表」のとお
りです。共済広報
１月号に掲載して
います。

貯金の振込依頼書にて共済組合貯金経
理口座（四国銀行、高知銀行）へ振込み
をお願いします

右記書類の郵送をお願いします 共済貯金加入申込書

積立貯金一部払戻請求書

積立額変更届書

積立貯金解約請求書

特になし

新規
申込

臨時
積立

一部
払戻

金額
変更

郵送

振込

郵送

郵送

郵送

手続手段

右記の書類の郵送をお願いします

右記の書類の郵送をお願いします

右記書類の郵送をお願いします

解約

21 ページ　　貯金事業の記載内容の変更（①積立貯金）
旧 新



取扱い時期 提出書類手続き方法

随時、取扱い
可能です

随時、取扱い
可能です

随時、取扱い
可能です

貯金の振込依頼書にて共済組合貯金口
座（四国銀行、高知銀行）へ振込みをお
願いします

右記書類の郵送をお願いします
※既に積立貯金を利用されている場合は不要です

共済貯金加入申込書

特になし

定期貯金証書
※裏面に署名、共済貯金登録
　印の押印をお願いします

新規
申込

預入

解約

郵送

振込

郵送

手続手段

右記の書類の郵送をお願いします
なお、午前中までに到着分は翌営業日に
登録口座へ送金いたします

振込

21 ページ　　貯金事業の記載内容の変更（②定期貯金）
旧 新



注意事項
1．給付の権利は、その原因である事実が発生した日から生じ、満2年をもって消滅します。
2．給付金に100円未満の端数がある場合は切り捨てます。
3．請求書の締切日は毎月10日（給付日はその月の下旬）です。

※1）会計年度任用職員等任期の定めのある職員である共済組合員も会員となります。
※2）令和4年10月より地方公共団体に属する事業所に勤務する短時間労働者・非常勤職員

において、地方公務員等共済組合法が適用拡大され、短期事業・保健事業適用の共済
組合員となる方も会員となります。

※3）高知市の職員（高知市厚生会会員）については、退職福祉部事業及び団体定期保険事
業のグループ共済のみ対象となります。

※4）75歳以上の後期高齢者医療制度へご加入中の方で、共済組合の保健事業の適用となる
方は会員となります。

注意事項
1．給付の権利は、その原因である事実が発生した日から生じ、満2年をもって消滅します。
2．給付金に100円未満の端数がある場合は切り捨てます。
3．請求書の締切日は毎月10日（給付日はその月の下旬）です。

※4）75歳以上の後期高齢者医療制度へご加入中の方で、共済組合の保健事業の適用となる
方は会員となります。

25 ページ　　利用できる施設（宿泊施設追加と削除）
宿泊施設 健康増進施設

•施設名変更

•削除

•削除

•追加施設

•追加施設

27ページ　　事業の概要（①給付事業目の注釈記載場所の変更）

26ページ　　互助会のあらまし（構成団体及び会員の注釈の追加）
旧 新

旧 新



退職後の給付

①医療費補助金
医療費総額から、健康保険法等による公費負担額を控除した自己負担額

のうち72,300円（給付上限額）に達するまでの額（附加給付等がある場合
は、その額を更に控除）について、5,000円を超えた額を給付基準額（最低
額500円）とし、給付基準額に給付率を乗じて給付します。
※給付基準額・給付額に100円未満の端数がある場合は、切り捨てて計算します。

②配偶者医療費補助金
配偶者退職会員が保険医療機関等で治療を受けたとき
上記と同様で、6,000円を超えた額を給付基準額（最低額500円）とし、給
付基準額に給付率を乗じて給付します。
※給付基準額・給付額に100円未満の端数がある場合は、切り捨てて計算します。

③自己負担額（給付）の取扱い
㋐ 1件の取扱い
●月の1日から末日までを1件として計算します。（暦月ごとに計算）
●病院・診療所・調剤薬局
医療機関ごと調剤薬局ごと（処方せんを交付した医療機関ごと）にそ
れぞれを1件とします。
●総合病院
複数の科を受診した場合は合計を1件としますが、歯科は一医療機関と
して1件とします。処方された調剤についても同様の扱いとなります。

退職会員の資格を取得した者が、その日以降再び市町村等の職員（特
別職を含む）となったときは、退職するまでの間、給付等（弔慰金・短期人
間ドック利用助成金は除く）を受ける権利は中断します。
また、地方公務員等共済組合法等に基づく共済組合、又は公共企業体

等の職員が加入する共済組合の組合員の間、給付等（弔慰金・短期人間
ドック利用助成金は除く）を受ける権利は中断します。配偶者退職会員も
同様です。

給付の中断注意
事項

を給付基準額
とし、給付基準額に給付率を乗じて給付します。

を給付基準額 とし、給

・短期人

短期人間

間ドック利用助成金

ドック利用助成金

を

※給付基準額・

※給付基準額・
付基準額に給付率を乗じて給付します。

30 ページ　　事業の概要（退職後の給付の記載事項の変更）

31ページ　　事業の概要（①給付事業目の注釈記載場所の変更）

旧 新

旧 新
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